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市民会議（案） 事務局（案）  修正（案） 

第４章 議会 

（議会の役割と責務） 

第１５条 議会は、この条例の掲げる基本理念を実現する

ために、市民や市の執行機関と協働しながら、自治の推

進に努めます。 

２ 議会は、市の意思決定機関として、市政の監視や政策

立案に努め、市民の意思が市政に反映されるよう活動し

ます。 

３ 議会は、保有する情報を公開するとともに、市民にわ

かりやすく説明し、開かれた議会運営を行います。 

（議員の役割と責務） 

第１６条 議員は、常に自己研鑽
さん

に努め、市民全体のため

に、誠実かつ公正に職務を遂行することで、まちづくり

に貢献します。 

第５章 市の執行機関 

（市長の役割と責務） 

第１７条 市長は、市民の信託にこたえ、積極的に市民の

意向を把握するとともに、この条例の掲げる基本理念を

実現するために、誠実かつ公正に職務を遂行します。 

２ 市長は、市の代表者として、自治体経営の方針を明ら

かにするとともに、その実現に向け、効率的かつ柔軟で

迅速な行政運営を行います。 

３ 市長は、職員の指揮監督を適切に行い、常に職員の能

力向上に努めます。 

（職員の役割と責務） 

第１８条 職員は、法を遵守し、この条例の掲げる基本理

念を実現するために、自らも地域の一員であることを自

覚して、積極的にまちづくりを推進します。 

２ 職員は、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を

遂行します。 

３ 職員は、常に自己研鑽に努め、職務遂行に必要な知識、

技能等の向上を図ります。 

第６章 参加と協働 

（市民参加） 

第１９条 議会及び市の執行機関は、多くの市民が参加で

きる多様な場と機会を保障するため、その対象となる事

案に対し、最も適切かつ効果的と認められる参加の手法

を用意します。 

第４章 議会 

（議会の責務） 

（削除） 

 

 

第１０条 議会は、市の意思決定機関として、市政の監視

や政策立案に努め、市民の意思が市政に反映されるよう

活動します。 

２ 議会は、意思決定の内容及び過程を市民にわかりやす

く説明し、開かれた議会運営を行います。 

（議員の責務） 

第１１条 議員は、市民の代表者として、広く市民の利益

に資するため、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、

研鑽
さん

に努めます。 

第５章 市長その他の執行機関 

（市長等の責務） 

第１２条 市長は、市の代表者として、自治体経営の方針

を明らかにし、その実現のため、誠実かつ公正に職務を

遂行します。 

 

 

 

２ 市長その他の執行機関は、職員の指揮監督を適切に行

い、職員の能力向上を図ります。 

（職員の責務） 

第１３条 職員は、自らも地域社会の一員であることを自

覚して、積極的にまちづくりを推進します。 

 

２ 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、誠実か

つ公正に職務を遂行するとともに、自発的に知識の習得

その他能力の向上に取り組みます。 

 

第６章 市民参加と協働 

（市民参加） 

第１４条 市民参加の権利を保障するため、市長は、別に

条例で定めるところにより、適切かつ効果的と認められ

る市民参加の手法を用意します。 

 

 

 

 

 

 

第１０条 議会は、市の意思決定機関として、市政を監視するとともに、

政策立案に努め、市民の意思が市政に反映されるよう活動します。 

 

 事務局（案）のとおり 

 

 

 

 事務局（案）のとおり 

 

 

 

 

 事務局（案）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例（案）修正 【第４章～附則】  
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市民会議（案） 事務局（案）  修正（案） 

２ 市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めます。 

（コミュニティ） 

第２０条 コミュニティは、自治の担い手として、主体的

にまちづくりに取り組むよう努めます。 

２ 市民は、コミュニティの意義と役割を理解し、積極的

にコミュニティに参加するなど、これを守り育てるよう

努めます。 

３ 議会及び市の執行機関は、コミュニティの自主性及び

自立性を尊重し、その活動を支援します。 

４ コミュニティに関して必要な事項は、別に条例で定め

ます。 

（連携） 

第２１条 市民は、市民が主役の自治を推進するため、市

内外の人々と広く交流し、連携するよう努めます。 

２ 議会及び市の執行機関は、共通する課題を解決するた

め、市民、事業者、コミュニティ及び他の自治体と連携

を図りながら、主体的に行動するものとします。 

３ 安城市は、自立した自治体として、国、愛知県及び他

の自治体と対等かつ必要な協力関係を築きます。 

（住民投票） 

第２２条 市長は、市政の特に重要な事項について、直接

市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民

投票を実施することができます。 

２ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。 

３ 住民投票の実施に関して必要な事項は、別にｏｒその

都度条例で定めます。 

 

 

（危機管理） 

第２３条 市民は、危険を回避し、災害に対する準備を行

うなど、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃か

ら適切な防衛策をとるよう努めます。 

２ コミュニティは、市の執行機関その他の関係機関と協

力し、市民が安心して生活できるような対策に努めます。 

３ 市の執行機関は、これまでの経験と知識を踏まえ、市

民の生命、身体及び財産を守るため、適切かつ迅速な対

応ができる体制を確立するとともに、市民の自助努力を

支援し、関係機関、市民との連携及び協力に努めます。 

 

 

 

（コミュニティ） 

第１５条 コミュニティは、まちづくりの担い手として、

自主的にまちづくりに取り組むよう努めます。 

２ 市民は、コミュニティの意義と役割について理解を深

め、積極的にコミュニティに加わり、又はその活動に参

加するなど、コミュニティを守り育てるよう努めます。 

３ 市長は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、

その活動の支援に努めます。 

（削除） 

 

（連携） 

第１６条 市民は、まちづくりを推進するため、市内外の

人々や団体と広く交流し、連携するよう努めます。 

２ 議会及び市長その他の執行機関は、共通するまちづく

りの課題を解決するため、他の自治体と連携するよう努

めます。 

（削除） 

 

（住民投票） 

第１７条 市長は、市政の特に重要な事項について、直接

市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民

投票を実施することができます。 

２ 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要

件その他住民投票の実施に必要な事項については、その

都度、別に条例で定めます。 

３ 議会及び市長その他の執行機関は、住民投票の結果を

尊重します。 

（危機管理） 

第１８条 市民は、日頃から、災害、犯罪その他非常の事

態に備え、安全に安心して生活するための手段を自ら講

ずるよう努めます。 

２ コミュニティは、市長及び他の団体と協力し、市民の

安全で安心な生活に資する活動を行うよう努めます。 

３ 市長は、市民の安全を確保するため、適切かつ迅速な

対応ができる体制を確立するとともに、市民の自助努力

を支援し、関係機関との協力に努めます。 

 

（持続可能な社会の形成） 

第１９条 市民は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局（案）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局（案）のとおり 
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市民会議（案） 事務局（案）  修正（案） 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 市政運営 

（市政運営及び組織） 

第２４条 市の執行機関は、この条例の掲げる基本理念に

のっとって総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運

営を行います。 

２ 市の執行機関は、最少の経費で最大の効果が挙げられ

るように、市政運営を行います。 

 

 

３ 市の執行機関は、市民にわかりやすく機能的であると

ともに、横断的で柔軟に対応できる組織体制とします。 

 

（財政運営） 

第２５条 市長は、総合計画に基づき、中長期的な財政計

画を定め、財源の確保とその効率的かつ効果的な運用に

より、財政の健全性を確保します。 

２ 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に

公表し、わかりやすく説明します。 

（行政評価） 

第２６条 市の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的

に運営するため、市民参加のもとに行政評価を実施し、

その結果を市民にわかりやすく公表します。 

２ 市の執行機関は、行政評価に当たっては、第三者機関

や、数値を用いた定量的な評価指標を定めるなど客観性

の確保に努めます。 

３ 市の執行機関は、行政評価に関する結果を事業の推進、

見直し等市政運営に反映させます。 

 

 

 

 

（説明責任） 

第２７条 議会及び市の執行機関は、政策等の企画立案、

環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持

続的に発展することができる社会（以下「持続可能な社

会」といいます。）の形成のため、市長及びコミュニテ

ィその他の団体と協力し、日常生活又は事業活動におい

て環境への負荷の低減に努めます。 

２ 市長は、持続可能な社会の形成のため、総合的な施策

を策定し、計画的に推進します。 

第７章 市政運営 

（市政運営の基本） 

第２０条 市長は、総合計画を定め、計画的な市政運営を

行います。 

 

２ 市長は、最少の経費で最大の効果が挙げられるように、

市政運営を行います。 

３ 市長は、市民のニーズに的確に対応した市政運営を行

います。 

４ 市長その他の執行機関の組織は、市民にわかりやすく

機能的であるとともに、横断的で柔軟に対応できるもの

とします。 

（財政運営） 

第２１条 市長は、総合計画に基づき、中長期的な財政計

画を定め、健全な財政運営を行います。 

 

２ 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に

公表し、わかりやすく説明します。 

（行政評価） 

第２２条 市長その他の執行機関は、市政をより効率的か

つ効果的に運営するため、行政評価を実施し、その結果

を市政運営に反映させます。 

２ 行政評価の実施に当たっては、第三者機関による評価

など客観性の確保に努めます。 

 

 

 

（行政手続） 

第２３条 市長その他の執行機関は、市政運営における公

正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続を適正に行

います。  
（説明責任等） 

第２４条 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実
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市民会議（案） 事務局（案）  修正（案） 

実施及び評価のそれぞれの過程において、市民にわかり

やすく説明します。 

 

 

２ 議会及び市の執行機関は、市民からの提案、意見、要

望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に応答します。 

 

（情報公開及び個人情報の保護） 

第２８条 議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保

障し、公正で開かれた市政を実現するため、市政に関す

る情報を積極的に市民に公開します。 

２ 議会及び市の執行機関は、市民の必要とする情報につ

いて、適切かつ迅速な提供に努めます。 

３ 議会及び市の執行機関は、個人の権利権益を守るため、

その保有する個人情報を適正に保護します。 

 

第８章 条例の見直し等 

（条例の見直し） 

第２９条 市の執行機関は、この条例の施行後５年を超え

ない期間ごとに、この条例が安城市の自治の推進にふさ

わしいものであり続けているかどうか検証し、その結果

により必要な措置をとります。ただし、必要が生じた場

合は、その都度、見直しをすることができます。 

２ 市の執行機関は、見直しに当たっては、市民参加のも

とに実施し、市民の意見を聴取するとともに、これを反

映します。 

（自治基本条例推進委員会の設置） 

第３０ 条 市の執行機関は、この条例の適切な運用を図る

ため、（仮称）安城市自治基本条例推進委員会を設置し

ます。 

２ この委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別

に条例で定めます。 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

施及び評価の各過程において、その内容を市民にわかり

やすく説明します。 

２ 議会及び市長その他の執行機関は、広く市民が必要と

する情報について、わかりやすく迅速な提供に努めます。 

３ 議会及び市長その他の執行機関は、市民からの提案、

意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に応答し

ます。 

（情報公開及び個人情報の保護） 

第２５条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る

権利を尊重し、公正で開かれた市政を実現するため、市

政に関する情報を積極的に公開します。 

 

 

２ 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益の

保護に資するため、その保有する個人情報を適正に保護

します。 

第８章 条例の見直し 

 

第２６条 市長は、この条例の施行後５年を超えない期間

ごとに、社会状況の変化に照らし、この条例が市民が主

役の自治の実現を図る上でふさわしいものであるかどう

かについて、市民参加のもとに検証します。 

２ 市長は、前項の規定による検証の結果に基づいて、必

要な措置を講じます。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局（案）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 附則に記載する 

 

 

 

 

 

附 則  
１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。  
２ 市長は、当分の間、この条例の目的及び内容について市民への周知を図る

ため、市民参加のもとに広報活動その他の活動を行うものとする。  
 




